
 

 

 

 

 

 

 

～ ますます元気になるためにあなたも参加してみませんか ～ 

 

 

見附市では、介護施設などでボランティア活動を行うとポイントが 

付き、たまったポイントを換金できる「見附市介護支援ボランティ 

ア事業」を実施しています。この事業は、高齢者がボランティア 

活動を通して、社会参加や地域貢献をすることで、自身の健康増 

進や介護予防を図るとともに、いきいきとした地域社会づくりを 

目的として取り組まれるものです。 

 

ボランティア登録ができる方 
 

・市内にお住いの６５歳以上の方（要介護認定を受けられた方等は対象となりません） 

 ※介護保険地域支援事業を財源とした事業のため６５歳以上の方のみが対象となります。 

 

 

活動場所 
 

・市の指定を受けた介護保険対象施設  

 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービスセンター、グループホームなど 

 

 

ボランティア活動の内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護支援ボランティア募集 

見附市介護支援ボランティア事業 

６５歳以上の方 

・各受入機関で内容は異なります。以下は主な活動になります。 

①レクリエーション等の指導及び参加支援 

②施設及び事業所の催事に関する手伝い 

③散歩、外出、屋内移動の補助 

④話し相手、聞き相手 

⑤お茶出し、食堂内での配膳等の補助 

⑥受入施設の職員とともに行う軽微かつ補助的な作業 

  （清掃及び草刈りの補助、洗濯物の整理等） 

 

 



ボランティア登録 
 

・見附市社会福祉協議会にて登録を行っていただきます。登録者に介護支援ボランティア

手帳を交付し、注意事項等を説明いたします。 

 ※ 介護保険被保険者証を持参ください。 

 ※ 市でボランティア活動保険に加入します。 

 

ボランティア活動及びポイントの付与 
 

・ボランティア活動を行うと、１時間につき１スタンプを手帳に押印します。 

（１日２スタンプまで） 

・集めたポイントは、翌年度に見附市社会福祉協議会に申請いただくと、１スタンプで 100

円の交付金を受け取ることができます。（年度の上限は５，０００円） 

 ※ 介護保険料の滞納があると交付金を受け取ることができません。 

 ※ 寄付を選択することも可能です。 
 

取り組みの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

見附市社会福祉協議会

（管理機関） 

見附市（健康福祉課） 

介護支援ボランティア

（市内第１号被保険者） 

受入機関 

（介護保険施設等） 

見附市（まちづくり課） 

【ボランティアバンク】 

①登録申請 

②手帳交付 

⑥換金申請 

⑦交付金振込 

⑤スタンプ 
押印 

④活動 

③活動内容 
調整(直接) 

③活動内容調整 
（市民活動・ボランティ

アバンク登録者） 

 お問合せ・連絡先 
 

社会福祉

法  人見附市社会福祉協議会 

見附市学校町２-１３-３０（保健福祉センター内） 

ＴＥＬ：（０２５８）６１－１３５３ 

ＦＡＸ：（０２５８）６２－７０５３ 

 
 
 


